
－　　－35

全国地ビール品質審査会2018出品酒の分析について

日下　一尊・神本　真紀・武藤　彰宣
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of Japan Brewers Association in 2018
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緒　　　　　言

　全国地ビール品質審査会2018（以下、「審査会」
という。）は、地ビールの醸造技術向上及び品質
改善を目的として、全国地ビール醸造者協議会

（Japan Brewers Association、以下、「JBA」と
いう。）の主催により、平成30年３月６日（火）に、
旧醸造試験所第一工場（通称「赤レンガ酒造工場」）

（東京都北区滝野川）（以下、「赤レンガ酒造工場」
という。）において実施された。審査会には46社
から83点の出品があり、79点が官能評価による審
査に供された。出品酒については、事前に独立行
政法人酒類総合研究所（以下、「酒総研」という。）
において成分分析及び微生物検査が実施された。
　本報では、出品酒の成分分析、微生物検査及び
官能評価の結果について報告する。

方　　　　　法

１．出品酒
　出品酒は自社の製造場において製成した、ビー
ル及び発泡酒とした。容器は瓶、缶又はペットボ
トルとした。１社からの出品点数は２点までとし
た。出品は、審査会分は平成30年３月５日（月）、
成分分析及び微生物検査分は平成30年２月９日

（金）までに、それぞれ行われた。出品酒は、審
査会分は審査会まで、成分分析及び微生物検査分
は分析及び微生物検査が行われるまで、８℃及び
４℃でそれぞれ保管された。
　出品は、酵母（上面発酵酵母又は下面発酵酵母）、
色の濃さ（淡色、中濃色又は濃色）及びアルコー
ル分（５％未満、５％以上８％未満又は８％以上）
の組み合わせによる18のカテゴリーに分類して行

われた。また、カテゴリー以外の出品酒に関する
情報について、出品者から、商品名、タイプ並び
にアルコール分及び苦味価の自社分析値又は設計
値（以下、「出品者申告値」という。）が記載され
た出品票が提出された。
　官能評価による審査、成分分析及び微生物検査
の結果については、JBA総会における承認の後、
出品者に対して自社製品の結果及び全出品酒の平
均値がフィードバックされた。

２．成分分析
⑴　比重、アルコール分及びエキス関係
　比重及びアルコール分は、BCOJビール分析
法1）8.1.3及び8.3.4（いずれもSCABA法）に
より、それぞれ測定した。これらの測定値を使
用してBCOJビール分析法8.5エキス関係計算法
により、エキス関係の計算を行った。

⑵　一般分析値
　ガス圧及び酸度は、国税庁所定分析法2）8-3
及び8-8-2B（pH計による方法）により、それ
ぞれ測定した。pH及び苦味価は、BCOJビール
分析法8.7及び8.15（International Method）に
より、それぞれ測定した。

⑶　有機酸
　クエン酸、コハク酸、リンゴ酸、酢酸及び乳
酸は、高速液体クロマトグラフ有機酸分析シス
テム（株式会社島津製作所製）により、以下の
方法で測定した。
イ　機器構成
　検出器：CDD-10Avp
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（Becton Dickinson and Company）の平板培地に
塗布し、25℃、好気条件下、５日間培養後、出現
したコロニー数から、菌数（cfu/mL）を算出した。
　乳酸菌の検出は、試料0.1 mLをシクロヘキシミ
ド 10 ㎎/L を含むラカ－レイ寒天培地（関東化学
株式会社）及びDifcoTM Lactobacilli MRS Agar

（Becton Dickinson and Company）の平板培地に
それぞれ塗布し、25℃、アネロパック・ケンキ（三
菱ガス化学株式会社）による嫌気条件下、７日間
培養後、出現したコロニー数から、菌数（cfu/
mL）を算出した。出現したコロニー数が1,000を
超えた場合は、10,000 cfu/mL超とした。結果は、

「不検出（10 cfu/mL未満）」、「10～1,000 cfu/mL」
及び「＞1,000 cfu/mL」の区分で集計した。

４．官能評価
　審査会は、審査員24名（国税庁及び国税局２名、
ビール酒造組合４名、日本地ビール協会２名、地
ビール醸造技術者12名及び酒総研４名、審査委員
長　酒総研理事　関　弘行）により、平成30年３
月６日（火）に実施した。官能評価による審査は、
審査員を６名ずつの４グループに分けて、出品酒
の約４分の１ずつを各グループが分担して実施し
た。出品酒は、銘柄を伏せて、カテゴリー及び出
品票記載のタイプが近いものをまとめて、各回５

　ポンプ：LC-10AD
　システムコントローラー：SCL-10ADvp
　オートインジェクター：SIL-10AD
　カラムオーブン：CTO-10Avp
　カラム：SCR-102H（ガードカラム）及び
　　　　　 Shim-pack SCR-102H ×２（300×

８mm I.D.、分析カラム、連結）
ロ　分析条件
　注入量：50 µL
　カラム温度：40℃
　流速：0.8 mL/min
　移動相：5 mM p-トルエンスルホン酸
　緩衝液： 5 mM p-トルエンスルホン酸、 

0.1 mM EDTA、20 mM Bis-Tris
　分析時間：50 min
ハ　分析操作
　脱気した試料１mLに内部標準液（5,000 ㎎/
L イソ吉草酸）0.1 mlを添加・攪拌後、0.2 ㎛シ
リンジフィルター（濾材：親水性アクリル共重
合体）ろ過を行い、分析に供した。

３．微生物検査
　一般細菌の検出は、試料0.1 mLをシクロヘキシ
ミド（和光純薬工業株式会社）10 ㎎/L を含む
DifcoTM Universal Beer Agar（UBA Medium）

第１図　官能評価様式
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～８点で計12回実施した。室温は設定温度22℃と
し、品温８℃で官能評価を開始した。評価者は
210 mL容のプラカップを都度交換しながら使用
して官能評価を行った。官能評価は「官能評価様
式」（第１図）によるプロファイル法で行った。
官能評価の結果について、合計点の平均値が13.0
以上の出品酒を「入賞」とした。また、各回の審
査において、総合評価が上位の出品酒２点ずつを
投票により選出し、その内成分分析及び微生物検
査で問題のなかった21点について、決審として審
査員全員で再度官能評価を実施して総合評価が最
も優れた出品酒１点を投票により選出し、「最優
秀賞」とした。

結　　　　　果

１．出品状況
　46社から83点の出品があった。前回3）と比較し
て３社増加し、同じ出品点数であった。この内４
点は、審査会分の出品が行われなかったため欠品
となり、官能評価は行われなかった。出品票記載
のカテゴリー別出品数は第１表のとおりであっ
た。出品票記載のタイプが近いものを第２表のと
おりにまとめた。製品数の多いエール（25点）、
ラガー（18点）及びヴァイツェン（15点）につい
ては、それぞれのタイプにおける分析値等の解析
を行った。

２．成分分析
　エール、ラガー、ヴァイツェン、その他及び出
品酒全体について、成分分析値の平均値及び標準
偏差を第３表から第５表に示した。

⑴　比重、アルコール分及びエキス関係
　比重及びアルコール分の測定値から、原麦汁
エキス分、外観エキス分及び外観発酵度が算出

第１表　カテゴリー別出品数

発酵形式 色　調
アルコール分

５％未満 ５％以上
８％未満 ８％以上 合計

下面発酵
淡　色 5 9 0 14
中濃色 1 2 0 3
濃　色 1 4 0 5

上面発酵
淡　色 10 27 0 37
中濃色 1 12 1 14
濃　色 2 7 1 10

合　　計 20 61 2 83

第２表　タイプ別出品状況

タイプ 出品数
エール 25
ラガー 18
ヴァイツェン 15
スタウト 5
アルト 4
ケルシュ 4
ホワイト 3
ポーター 2
ボック 2
バーレーワイン 2
フルーツビール 1
上記以外 2

合　　計 83
（注１）エールは、出品票記載のGOLDEN ALE、アメリ

カン・アンバー、アメリカンスタイルIPA、アメ
リカンスタイルペールエール、アメリカンペール
エール、アンバーエール、イングリッシュスタイ
ル・ペールエール、イングリッシュペールエール
／ベストビター、ストロングエール、ブラウンエー
ル、ペールエール及びボトルコンディションビー
ル並びに上面、上面タイプ及び上面発酵（出品票
記載のビール名等からエールであることが明らか
なもの）を含む。

（注２）ラガーは、出品票記載のアンバーラガー、ジャー
マンピルスナー、シュバルツ、バンベルグスタイ
ルラオホビア、ピルスナー、ピルスナー（ボヘミ
アン）、ブラックラガー、ボヘミアンピルスナー、
ミュンヒナーデュンケル及びライトラガー並びに
オリジナル及び下面（出品票記載のビール名等か
らラガーであることが明らかなもの）を含む。

（注３）ヴァイツェンは、出品票記載のヘーフェヴァイツェ
ン、南ドイツスタイルヘーフェヴァイツェン及び
南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン並びに
上面（出品票記載のビール名等からヴァイツェン
であることが明らかなもの）を含む。

（注４）スタウトは、出品票記載のクラシック・アイリッ
シュスタイル・ドライスタウト及びドライスタウ
トを含む。

（注５）アルトは、出品票記載のジャーマンスタイルアル
トを含む。

（注６）ケルシュは、出品票記載のケルシュタイプ及び上
面タイプ（出品票記載のビール名等からケルシュ
であることが明らかなもの）を含む。

（注７）ホワイトは、出品票記載のベルジャン・ウィツト
及びベルジャン・ホワイト並びに上面（出品票記
載のビール名等からホワイトであることが明らか
なもの）を含む。

（注８）ポーターは、出品票記載のブラウンポーター及び
ロブストポーター含む。

（注９）上記以外は、酒イースト及び上面タイプを含む。

される。原麦汁エキス分は、仕込時に確定する
麦汁の濃さを表す値である。外観エキス分及び
外観発酵度は、アルコール分とともに、アルコー
ル発酵の程度を表す値として、製造工程上、重
要な管理指標である。
　製品数の多いエール、ラガー及びヴァイツェ
ンで比較すると全項目でエールは標準偏差が大
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エール（IPA）のような設計値が高いものが含
まれる。出品酒の傾向はこれらと一致していた。
また、エールは標準偏差が大きく、多様性の大
きさを反映していた。
　pHは、ビール中の抗菌性物質であるイソa

酸の抗菌性に大きな影響を与える。pHが高い
とイソa 酸の抗菌性が十分に発揮されないた
め、微生物汚染のリスクが高くなる。また、乳
酸菌等による汚染が見られる場合に低い異常値
となることがある。ラガーでやや高い傾向が見
られた。
　酸度は、有機酸の濃度を反映し、乳酸菌等に
よる汚染が見られる場合に高い異常値となるこ
とがある。製品数の多いエール、ラガー及びヴァ
イツェンで大きな違いは見られなかった。

⑶　有機酸
　ビール中の有機酸の由来は、麦芽から移行す
るもの、発酵中に酵母が生成するもの及び発

きく、多様性を反映していた。ヴァイツェンは
外観エキス分が高く外観発酵度が低かった。こ
のことから、仕込工程において非発酵性糖の比
率を高くすることによりボディー感を強めるこ
とを意図した製品が多いことが推察できた。ま
た、小麦麦芽の多用により麦汁中のアミノ酸が
不足した結果、酵母の発酵が不十分となり発酵
性糖が意図せず残留した製品が多い可能性も考
えられた。

⑵　一般分析値
　ガス圧は、炭酸ガスの爽快感、キレ及び泡持
ちに大きく影響する。一般に、ヴァイツェン、
ラガー、エールの順に高い設計値であるが、出
品酒ではヴァイツェンとラガーは同程度の平均
値であった。
　苦味価は、ビールの主要な苦味物質であるイ
ソa 酸の濃度を反映する。一般にヴァイツェン
は設計値が低く、エールはインディアペール

第３表　出品酒の一般成分（アルコール分、比重、エキス分及び発酵度）分析値

タイプ 点数
アルコール分

（20℃，v/v％）
比　重

（20/20℃）
原麦汁エキス
（w/w％）

外観エキス分
（w/w％）

外観発酵度
（％）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
エール 25 5.68 0.80 1.00846 0.00326 12.74 1.75 2.17 0.83 83.3 5.9
ラガー 18 5.19 0.36 1.01052 0.00283 12.36 0.86 2.69 0.72 78.4 5.0
ヴァイツェン 15 5.37 0.64 1.01149 0.00240 12.90 1.27 2.94 0.61 77.2 4.2
その他 25 5.74 1.27 1.01174 0.00633 13.58 2.76 3.00 1.59 78.4 8.0
全出品酒 83 5.53 0.91 1.01044 0.00447 12.94 1.97 2.67 1.13 79.6 6.7

第４表　出品酒の一般成分（ガス圧、苦味価、pH及び酸度）分析値

タイプ 点数
ガス圧

（20℃，㎞/㎠）
苦味価

（IBU） pH 酸　度

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
エール 25 2.25 0.43 26.5 9.3 4.49 0.20 1.90 0.38
ラガー 18 2.44 0.24 24.1 5.9 4.56 0.19 1.86 0.28
ヴァイツェン 15 2.43 0.34 13.3 4.2 4.38 0.18 2.09 0.27
その他 25 2.20 0.26 22.6 10.1 4.39 0.16 2.16 0.51
全出品酒 83 2.31 0.35 22.4 9.4 4.45 0.20 2.00 0.41

第５表　出品酒の有機酸分析値

タイプ 点数
クエン酸
（㎎/L）

コハク酸
（㎎/L）

リンゴ酸
（㎎/L）

酢　酸
（㎎/L）

乳　酸
（㎎/L）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
エール 25 200.5 60.1 110.4 52.9 172.9 64.7 89.2 64.2 168.6 87.6
ラガー 18 181.8 46.2 74.6 26.2 132.7 34.7 133.8 51.2 139.2 64.0
ヴァイツェン 15 131.1 33.8 92.9 45.9 102.1 23.4 223.1 113.4 159.5 121.4
その他 25 167.8 55.7 132.8 59.2 160.8 120.2 126.8 71.7 182.1 67.6
全出品酒 83 174.1 57.1 106.2 53.8 147.7 81.5 134.4 88.0 164.6 86.5
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として、微生物抵抗性に影響する特性（原エキ
ス分、苦味価、発酵温度、使用酵母、真正エキ
ス分等）の異なる多種の製品が設備を共用して
製造されていること、高温多湿な気候、小規模
設備に散見される開放発酵が考えられる。全国
規模の調査を継続的に実施することにより、微
生物汚染の要因と考えられる事項を把握し、効
果的な対策の構築することが必要であると考え
られる。

４．官能評価
　欠品４点を除く79点について、図１の官能評価
様式によって官能評価が行われた。前回は独自の
官能評価様式を使用したが、今回は、出品者の利
便に一層資するため、国際的なビール品評会の一
つであるAustralian International Beer Awards

（AIBA）に準拠した20点満点の加点法5）とした。
　Appearance（外観）、Aroma（香り）、Flavor 
and Body（味とボディー）、Technical Quality、（醸
造技術品質）について、それぞれ４点、６点、７

酵・貯蔵中に汚染微生物が生成するものに大別
される。クエン酸は、主に麦芽に由来する。そ
の他の有機酸は主に発酵中に酵母が生成する4）。
乳酸菌等による汚染が見られる場合に、酢酸及
び乳酸が高い異常値となることがある。この場
合、クエン酸、コハク酸及びリンゴ酸が汚染微
生物により酢酸及び乳酸に変換されることによ
り、低い異常値となることがある。出品酒にお
いても同様の傾向が見られ、微生物検査におい
ていずれかの培地で1,000 cfu/mLを超えたもの
３点の各有機酸の平均値は、クエン酸61.7 ㎎/L、
コハク酸119.0 ㎎/L、リンゴ酸77.7 ㎎/L、酢酸
293.7 ㎎/L及び乳酸333.0 ㎎/Lであった。

３．微生物検査
　出品酒の微生物検査結果を第６表に示した。
好気培養であるUBA培地並びに嫌気培養であ
るラカ－レイ培地及びMRS培地について、タ
イプ別の傾向は特に見られなかった。
　微生物汚染に対する国内地ビール特有の要因

第６表　微生物検査のタイプ別集計結果

使用培地（内訳） 点数 不検出
（10 cfu/mL未満）

10～1,000
cfu/mL

＞1,000
cfu/mL

UBA

エール 25 21 4 0
ラガー 18 17 0 1
ヴァイツェン 15 12 2 1
その他 25 19 5 1
全出品酒 83 69 11 3

ラカ－レイ

エール 25 23 2 0
ラガー 18 18 0 0
ヴァイツェン 15 11 3 1
その他 25 22 3 0
全出品酒 83 74 8 1

MRS

エール 25 25 0 0
ラガー 18 17 0 1
ヴァイツェン 15 12 2 1
その他 25 23 1 1
全出品酒 83 77 3 3

第７表　官能評価評点のタイプ別平均値及び標準偏差

タイプ 点数
Appearance
（外　観）

Aroma
（香　り）

Flavor and Body
（味とボディー）

Technical Quality
（醸造技術品質）

Total
（合　計）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
エール 22 3.26 0.46 3.76 0.76 4.47 0.65 1.95 0.60 13.43 1.97
ラガー 18 3.40 0.36 4.11 0.52 4.68 0.46 2.20 0.29 14.39 1.18
ヴァイツェン 15 3.12 0.66 4.05 0.78 4.72 0.88 2.13 0.55 14.02 2.54
その他 24 3.17 0.43 4.17 0.72 4.85 0.60 2.19 0.50 14.37 2.03
全出品酒 79 3.24 0.49 4.02 0.72 4.68 0.67 2.11 0.51 14.05 2.01
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加する。硫黄臭は、硫化水素、メルカプタン等に
由来し、麦汁中のアミノ酸の不足、発酵不良、主
発酵早期からのスプンド等によりビール中に多く
残留する。これらは地ビールの品質改善において
今 後 解 決 す べ き 技 術 的 課 題 と 考 え ら れ た。
Diacetyl（ダイアセチル）の指摘はエールで特に
多くみられたが、一般にエールではダイアセチル
はある程度許容されることから、一部出品酒で設
計値が高かった可能性がある。一方、ダイアセチ
ルが厳密に忌避されるピルスナーが含まれるラ
ガーでは、Diacetyl（ダイアセチル）の指摘があっ
た出品酒は無く、ダイアセチルの低減が十分に行
われていた。好ましい項目（positive）では、
Estery（エステル）及びHoppy（ホップ香）の指
摘がヴァイツェン及びエールでそれぞれ多く見ら
れ、両タイプの多くの出品酒で特徴が良く出せて
いることが認められた。
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点及び３点満点で尺度評価を行い、これらの合計
値をTotal（合計）とした。Appearance（外観）
はColor（色）、Clarity（透明度）及びFoam（泡）、
Aroma（香り）はMalt（麦芽）、Hop（ホップ）
及びOthers（その他）、Flavor and Body（味とボ
ディー）はMalt（麦芽）、Hop（ホップ）、Condition

（熟成）、Aftertaste（後味）、Balance（バランス）、
Others（その他）及びBody（ボディー）、Technical 
Quality（醸造技術品質）はOff flavor（オフフレー
バー）及びOthers（その他）のそれぞれ総合的な
評価と定義された。また、Technical Quality（醸
造技術品質）の評価は他の尺度評価に影響し得る。
　タイプ毎の平均値及び標準偏差を第７表に示し
た。エールではAroma（香り）及びTechnical 
Quality（醸造技術品質）及びTotal（合計）が低く、
多くのエールに特徴的なホップ香について一部の
製品に製造技術上の課題があることが考えられ
た。
　指摘項目は、１名以上から指摘を受けた出品酒
の 数 を 第 ８ 表 に 示 し た。 好 ま し く な い 項 目

（negative）では、Astringent（渋み）、Oxidized（酸
化臭）及びSulfur（硫黄臭）は全体的に指摘が多
く見られた。渋みは、主に麦芽の穀皮及びホップ
の苞から溶出するポリフェノールに由来し、糖化
及び濾過工程における過剰な溶出や煮沸工程にお
ける凝集の不足によりビール中に多く残留する。
酸化臭は、トランス－２－ノネナールや酸化によ
る香り全体の平板化に由来し、麦汁への脂質の混
入、仕込工程及び製成後の酸素の混入等により増

第８表　タイプ別指摘項目及び指摘を受けた出品酒数

タイプ 点数
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ア
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エール 22 5 12 9 7 1 5 1 2 4 12 4 2 6 8 8 8 6 8 14 14 8 11
ラガー 18 6 8 0 9 4 6 1 2 1 8 5 1 3 7 5 5 3 5 6 10 6 5
ヴァイツェン 15 2 7 2 4 2 1 0 0 2 7 5 0 6 8 2 2 5 13 3 4 9 9
その他 24 6 15 4 1 2 9 0 1 2 10 5 3 6 11 6 6 2 12 8 15 11 12
全出品酒 79 19 42 15 21 9 21 2 5 9 37 19 6 21 34 21 21 16 38 31 43 34 37

（注） １名以上から各指摘を受けた出品酒の点数を集計したものである。具体的には、エールの「Acetaldehyde（アセトアル
デヒド）」が「５」は、エールにおいて「Acetaldehyde（アセトアルデヒド）」の指摘を１名以上から受けた出品酒が５
点であったことを示す。




